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  後期も早いもので師走の季節を迎えました。今年は比較的気温が高く，

紅葉も遅れ気味ですが，それでも校庭や忠在地公園の木々も秋から冬へと

変わりつつあります。 

 12 月もいくつかの学校行事に取り組みます。この取り組みを通して子

どもたちに様々な「生きる力」を育むよう進めてまいりたいと思います。

保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 
 
 
 今年も人権週間がやってきます。人は誰しも生涯にわたって心身共に幸せに豊かな生

活を送りたいと願っています。 
 そのためには，私たち一人ひとりが自他の「人権」を認め合い，尊重しあって生活す

ることが大切です。 
 ところで，「人権を尊重する」ということはどういうことなのでしょうか。私たちは

“人権を大切にしなければならない”ことも“差別はいけない”こともよく知っていま

す。これらのことは，他者への関わりを主として考えさせることが多いため，その大切

さに気づかされているのだと思います。しかし，まず，自分自身に目を向けることが先

決ではないでしょうか。つまり，人権を尊重することは，“自分を大切にする”こと“自

分がかけがえのない存在”であると認識することからスタートするものだと言えるでし

ょう。自分自身を大切にすることで，他者の存在も大きく意識し始めることができ，『人

権』は語られるものだと思います。 
 さて，人権を尊重すること，それは私たちの社会生活においては当然のことです。家

庭生活においては家族が，学校生活においては友達同士が，地域社会においては一人ひ

とりが互いの立場を認め，共に支えあって日々の生活を送りたいものです。 
○自分が世界でたった一人のかけがえのない存在であることを，子ども自身が実感でき  
 る語り合いや体験を大切にしましょう。 
○真面目な努力や正義を貫く勇気を尊び，人の不幸を見て見ぬふりは許されないことを

態度や行動で表しましょう。 
○人からしてもらって嬉しいことは行動に移し，人が嫌がることはしないという規範を

率先して示しましょう。 
○子どもの思いや悩みに耳を傾け，異変やＳＯＳに気づく感性を養いましょう。 
○子どもの問題について，保護者と学校が素直に話し合い，協力し合える関係を日頃か  
ら築きましょう。 

 

 

12 月学校行事予定         

日 曜 学 校 行 事 保健行事 

１ 土                          

２ 日 鴨川駅伝大会  

３ 月 朝会，委員会活動⑥，授業参観・懇談会（星）  

４ 火 授業参観・懇談会（１・２・３年，４の３，５年）             

５ 水 授業参観・懇談会（４の１，４の２，６年）  

６ 木 2 年「お年寄りとのふれ合い会」                     フッ化物洗口  

７ 金 洛中制服採寸（３：４０～４：３０）  

８ 土     

９ 日   

10 月 音楽集会，チャレンジタイム⑤⑥, 銀行引き落とし日  

11 火 支部感動体験発表会(３年本校)  

12 水   

13 木  フッ化物洗口 

14 金 宝ヶ池マラソン大会，学校保健・安全の日 

15 土 左北支部ＰＴＡコーラスの集い  

16 日   

17 月 感動体験発表会３年，チャレンジタイム⑤⑥  

18 火 （マラソン大会予備日）  

19 水 ５年リサーチ藁打ち・しめ縄，４年山の家説明会，現金徴収日  

20 木 ２年地域交流フェスティバル フッ化物洗口 

21 金 後期前半終了の朝会・給食終了  

22 土 ＰＴＡ餅つき大会  

23 日 天皇誕生日  

24 月   

25 火 冬季休業（１／７まで）  

26 水   

27 木   

28 金      

29 土   

30 日   

31 月   

 

12月は人権月間です。 

12 月から，下校時間が4時になります。 

 

 


